
※１軽微な被害の例：地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害、浸水の影響で、床や壁の一部に汚損やずれ、

ひび割れが生じた被害 等 

※２相当な理由をもって修正を求めるときは、交付を受けた日の翌日から起算して 3 か月以内に再調査の申請をすることが

できます。 

 

 

「罹災証明書」「被災証明書」発行の流れ（中小規模災害時） 

罹災した物件は何ですか？ 

①家屋 ②家屋以外（カーポートなどの構築物、車両や家財などの動産） 

罹災した家屋は、罹災が確認できる状態ですか？ 

①確認できる。（被害の痕跡あり。または、被災当時の写真を撮影済。） 

②確認できない。（既に修理等をし、かつ、被災当時の写真を撮影なし。） 

罹災証明書の交付申請 

（現地調査あり） 

 

家屋はどの程度の規模の罹災ですか？ 

①比較的規模の大きな被害 

②軽微な被害※１または、浸水による床下浸水の被害 

※被害の程度を判断するのが困難な場合には、①を選択 
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罹災証明書の交付申請 

（写真による判定） 

  

被害認定調査 

（一次調査：外観のみ） 

被害認定調査 

（二次調査：外観＋内覧 要本人立会

い） 

罹災証明書の交付※２ 

 

被災証明書の交付 

  

罹災証明書の不交付※２ 

  

① 

① 

② 

② 

② 

 

  町職員 

罹災した家屋の被害の程度についての証明が必要ですか？ 

①必要 ②不必要 

① ② 

① 

被災者 


